
 

 

一般社団法人東海木造住宅協会 

会員各位                                                      平成３０年５月２４日 

 

一般社団法人東海木造住宅協会事務局 

事務局 ０５８－２７１－３００３ 
（全 ２ 枚） 

 

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。 

平成２６年に国交省は、住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる

環境の整備を図るために「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を創設しました。 

昨年度、当協会の上部団体である（一社）JBN・全国工務店協会が本制度に登録された為、当協会の会員の

皆様も登録されました。 

この度、国交省から、昨年度のリフォーム工事の実績について、６月１６日（土）までに必ず報告をするように連

絡が来ましたので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 以下の記入例をご確認の上、２枚目の「保険加入実態」をご記入頂き、ご返信をお願い致します。 

 

アンケートご記入のお願い  ※必ずご返信ください！ 

 

要返信!! 



 

 

  

社 名  TEL  

記入者名  

※リフォーム工事実績が無い場合でも、全て無し（ゼロ記入等）として返信ください。 

※平成２９年４月～平成３０年３月までの実績をご記入ください。 

以上 

 

６月１６日（土）までに必ずご返信ください。 

ＦＡＸ返信先 

一般社団法人東海木造住宅協会 事務局 ＦＡＸ：０５８-２７１-５６３０ 
ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。（ＴＥＬ：０５８-２７１-３００３） 

合計件数 件 件 件 件

合計金額 千円 千円 千円 千円

合計件数 件 件 件 件

合計金額 千円 千円 千円 千円

合計件数 件 件 件 件

合計金額 千円 千円 千円 千円

合計件数 件 件 件 件

合計金額 千円 千円 千円 千円

合計件数 件 件 件 件

合計金額 千円 千円 千円 千円

※工事請負金額は税抜きの金額を記入ください。

※マンションの共用に供する部分に係る住宅リフォーム工事にあっては、

当該マンションの住戸の数に百万円を乗じた金額又は一億円のいずれか低い金額。

うちマンション
共用部分修繕

うち500万円※未満の
工事であって
リフォームかし保険に加
入した工事

構造・防水を含む戸建
てリフォーム工事

内装・設備工事

リフォームを請け負った
工事全体

うち500万円※
以上の工事

うちリフォーム
かし保険に加
入した工事

うち注文者が
書面で予め反
対の意思を表
示した工事

　◆　保険加入実態をご記入下さい。

　□住宅あんしん保証 　□日本住宅保証検査機構 　□ﾊｳｽﾌﾟﾗｽ住宅保証 　□ハウスジーメン

保険加入実態

事業者登録済み
の保険会社に☑
をお願いします

リフォ ームかし保険 　□住宅保証機構

御社の昨年度のリフォーム事業に係る、

リフォームかし保険の利用状況をご記入下さい

※直近１ヵ年のリフォームかし保険利用状況を記述く

ださい。（年、年度、会計年度いずれも可）

リフォーム工事
全体（過去1ヵ年）


